
＜農林水産業＞ 

 ア 農業・農産物等 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

平成13年度 平成14年度 平成15年度 

⑨土地改良制

度 

（農林水産省） 

土地改良事業の適正かつ円滑な推進を通じて

我が国農業の生産性の向上を図り、農業の体質強

化を促進する等の観点から、国・県営土地改良事

業の計画概要について地域住民等から意見を聴

取する仕組みを導入する等、土地改良制度につい

て見直しを行う。 

【土地改良法の一部を改正する法律（平成13年法

律第82号）】 

法案成

立、公布 

措置（4

月施行

予定） 

 

 

 イ 林業 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

平成13年度 平成14年度 平成15年度 

①森林計画制

度 

（農林水産省） 

ｂ 森林施業計画の認定要件を見直すとともに、

一定の要件を満たす施業・経営の受託者を森林

施業計画の作成者に追加する。あわせて、造林

関係補助事業においても、これらの者を事業主

体に追加する。 

【森林法の一部を改正する法律（平成13年法律第

109号）、森林法施行令の一部を改正する政令（平

成14年政令）】 

法案成

立、公

布・政令

改正、公

布 

措置（4

月施行

予定） 

 

② 林 道 の 規

格・構造 

（農林水産省） 

林道の開設コストの低減を図り、効率的・効果

的な林道整備を推進するとともに、間伐の促進等

に資するため、林道の規格・構造の弾力化を検討

する。 

【林道規程の一部改正（平成14年林野庁長官通

知）】 

結論 措置 

（4月実

施予定） 

 

③保安林の指

定施業要件 

（農林水産省） 

森林の多様な機能の持続的発揮に資するため、

保安林の指定施業要件の基準を見直す。 

【森林法施行令の一部を改正する政令（平成13年

政令第304号）、平成13年農林水産省令】 

 

 

 

 

政省令

改正、公

布 

措置（4

月施行

予定） 

 



 ウ 水産業 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

平成13年度 平成14年度 平成15年度 

③漁業許可制

度 

（農林水産省） 

ｂ 指定漁業と承認漁業の統合等の許可制度の

見直し 

【漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める

政令の一部を改正する政令（平成14年政令第1

号）】 

政令改

正・公布 

措置（4

月施行

予定） 

 

④漁船管理制

度 

（農林水産省） 

漁船建造に係る手続を迅速化し、漁業経営上の

負担を軽減するため、漁業許可制度等との関係を

考慮しつつ、漁船管理制度について、次の見直し

を行う。 

ａ 漁業の管理区分と漁船の確認の権限者を一

致させる。 

ｂ 漁船の登録票等の検認期間を延長する。 

ｃ 都道府県知事が行っている漁船工事完成後

の認定及び登録票の検認について、第三者機関

による統一的な実施を含め、所要の措置を講ず

る。 

【漁船法の一部を改正する法律（平成13年法律第

110号）】 

法案成

立、公布 

措置（4

月施行

予定） 

 

 


